
「生もの」などの持ち込み禁止について 
 

 船上山少年自然の家では、食中毒の予防のため、館内への「生もの」の

持ち込みを禁止しております。 

下記の条件に当てはまる食べ物については、お持ち込みにならないよう

お願いします。 

 

【持ち込み禁止となる基準】 

◎要冷蔵が必要なもの 

・生肉、生魚（刺身、寿司など） 

・「１０℃以下で保存してください」と包装の裏表に表示のあるもの 

＜※ちくわ、かまぼこ、乳製品（チーズ、ヨーグルト）など…＞ 

・皮のむかれた果物や野菜＜※カットフルーツなど＞ 

 

 

 

 

◎「夜食」と見なされるもの 

・夕食後に食するためのインスタント食品 

（カップ麺やレトルト食品など。なお、カップ麺の販売は可能ですので、

食事申込み時にご相談ください。） 

 

＜不適切な持ち込みがあった場合＞ 

  持ち込み物の中に、上記の条件に当てはまるものがある場合は、本所

で責任を持ってお預かりし、退所時にお返しいたします。 

 

【例外的に持ち込み可能なもの】 

◎弁当（主に登山時など昼食に食するためのもの） 

◎皮をむいていない（カットされていない）果物や野菜 

   ＜ナイフなどはご持参ください。＞ 

◎アイスクリーム（冷凍庫をご使用いただけます） 

◎常温保存可能なお菓子類 

 

どうぞ、ご理解の上、ご了承お願いいたします。 

要注意！ 
真空パックなどの密封食品でも命に関わる食中毒が発生すること

があります！！必ず、表示のご確認をお願いします。 

※冷蔵庫は、飲み物専用としてお使いいただいております。ご了承ください。 

船上山少年自然の家 


